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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 それぞれ特徴的アーチファクトを有し、少なくとも１つの解決法に関連付けられる複数
の画像および複数の解決法を含む情報を機械可読媒体に格納するステップと、
医療診断場所で構成された、問題照会を送信するステップと、
前記問題照会に対応する解決法を自動的に識別するステップと、
前記医療診断場所で、前記識別された解決法と、該識別された解決法に関連付けられ、前
記機械可読媒体に格納された少なくとも１つの画像を前記機械可読媒体からロードするス
テップと、
を含む医療診断システムに画像ベースの問題と解決法の情報を提供する方法。
【請求項２】
 前記照会が、照会アーチファクトを有する照会画像を含み、前記解決法が、前記照会ア
ーチファクトと、前記複数の画像中の複数の候補特徴的アーチファクトとの比較に基づい
て自動的に識別される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
 機械可読媒体が医療診断場所から離れたメモリ装置を含み、
前記識別された解決法に関連付けられ、前記機械可読媒体に格納された少なくとも１つの
画像を前記医療診断場所で表示するステップをさらに含む、請求項１又は２に記載の方法
。
【請求項４】
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 前記少なくとも１つの画像をロードする前に、医療診断場所の加入契約状態を検証する
ステップと、
前記加入契約状態の検証に基づき、利用許可プロンプトを医療診断場所に転送するステッ
プをさらに含む請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
 医療診断システムのハードウェアまたはソフトウェア構成を表わす製品構成データにア
クセスするステップと、前記構成データに基づいて前記少なくとも１つの画像を表示する
ステップをさらに含む請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
 前記医療診断場所で、機械可読媒体の情報に新しい画像およびそれぞれの解決法を追加
するステップをさらに含む請求項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
 機械可読媒体の既存の画像に新しい解決法を追加するステップをさらに含む請求項１乃
至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
 前記機械可読媒体が、第１診断システムに適応される第１画像および第１解決法と、第
２診断システムに適応される第２画像および第２解決法を格納し、前記第１診断システム
が第１モード・システムであり、前記第２診断システムが第２モード・システムである請
求項１乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
 前記第１モードが磁気共鳴撮影モード、コンピュータ断層撮影モード、Ｘ線撮影モード
のいずれかである請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
 前記第１の診断システムで第１の問題照会を、前記第２の診断システムで第２の問題照
会を構成するステップと、前記第１および第２の照会を前記配信システムに送信するステ
ップと、前記第１および第２の画像および解決法をそれぞれの前記第１および第２の診断
システムに送信するステップとをさらに含み、前記第１および第２の画像および解決法が
、それぞれの前記第１および第２の照会に応答して表示される請求項８又は９に記載の方
法。
【請求項１１】
 第１のモードおよび第２のモードに関連する画像および解決法データを格納するための
少なくとも１つの記憶装置と、
第１および第２の医療診断ステーションにそれぞれあり、それぞれの前記第１および第２
のモードを記述するデータと照会アーチファクトを有する照会画像を含む照会を構成する
第１および第２の照会モジュールと、
前記照会アーチファクトと、前記複数の画像中の複数の候補特徴的アーチファクトとの比
較に基づいて解決法を自動的に識別する処理システムと、
前記第１および第２のモードの診断ステーションへのネットワーク・リンクを確立し、前
記照会に応答して画像アーチファクトおよび解決法データを送信するための通信回路とを
備える複数の医療診断スキャナに画像ベースで問題と解決法の情報を提供するシステム。
【請求項１２】
 第１および第２モード診断ステーションへのネットワーク・リンクが通信回路機構によ
って始動される請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、検査や画像獲得などのためのプロトコルを実行するように構成された医
療診断および撮影システムに関する。より詳細には、本発明は、典型的なアーチファクト
を含む画像をシステム・ユーザに利用可能にし、そのようなアーチファクトおよび画像を
簡単にサーチし、サーチ結果を診断システム、管理システム、またはその他のシステムに
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送信するための技術であってユーザがそれらを見るまたは実施することができる技術に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
医療診断および撮影システムは、現在の保健医療施設に多数存在している。そのようなシ
ステムは、身体的状態を識別し、診断し、治療するための非常に貴重な装置であり、外科
的診断介入の必要性を大幅に減少させる。多くの場合、最終診断および治療は、主治医ま
たは放射線医が、１つまたはそれ以上の撮影モードによる関連部位および組織の詳細な画
像により従来の検査を補完した後でのみ行われる。
【０００３】
現在、医療診断および撮影システムには多数のモードが存在する。これらは、コンピュー
タ断層撮影（ＣＴ）システム、Ｘ線システム（従来のシステムおよびデジタルまたはデジ
タル化撮影システムの両方を含む）、磁気共鳴（ＭＲ）システム、陽電子放射断層撮影（
ＰＥＴ）システム、超音波システム、核医学システム等を含む。多くの場合、これらのモ
ードは相互に補完し合い、特定の種類の組織、器官、生理学的系統等を撮影するための一
連の技術を医師に提供する。保健医療機関はしばしば、単一または複数の施設に幾つかの
そのような撮影システムを有し、その機関の医師は特定の患者の必要によって要求される
資源を利用することができる。
【０００４】
現代の医療診断システムは一般的に、処理されて、患者の体内の関心のある特徴の再構成
された画像が生成される画像データを収集するため、およびデータを使用可能な形式に変
換するための回路機構を含む。画像データ収集および処理回路機構は、モードに関係なく
、しばしば「スキャナ」とよばれる。撮影プロセスでは、ある種の物理的または電子的ス
キャンニングがしばしば行われるからである。システムおよび関連回路機構の特定のコン
ポーネントは、言うまでもなく、それらの様々な物理的特性およびデータ処理要件のため
、モードによって大きく異なる。
【０００５】
上述の種類の医療診断システムでは、特に後で再構成できる画像データを生成するように
設計された一連の機能を実行する撮影または検査プロトコルが採用される。システムの特
定の物理的性質は、採用されるプロトコルの種類を決定するが、全てのモードがそのよう
な一連のプロトコルを実行して、関係する特定の解剖学的組織構造または診断によって要
求される特定の種類の画像を提供する。例えば、ＭＲＩシステムでは、パルス・シーケン
スが一般的に、関心のある被験者内の回転磁気物質を励起し、かつパルスに応答して回転
磁気物質からの放射を感知するように設計された、パルスのシリーズを含むプロトコルに
よって定義される。ＣＴシステムでは、他のプロトコルが使用され、ｘ線放射および後で
有用な画像に再構成される多数の画像データ・セットを連続的に収集するためのその他の
コンポーネントとともにシステム・ガントリの移動を指令する。
【０００６】
スキャナ・オペレータは、時々、疑問または問題を持つことがあり、または単にスキャナ
の操作について具体的な情報を欲することがある。特に、スキャナ・オペレータは、診断
システムによって生成された画像の質に満足しないことがある。例えば、画像中の当該の
フィーチャにぶれがあったり、画像コントラストが暗すぎるかまたは明るすぎたり、画像
に当該のフィーチャを不明瞭にする望ましくない診断画像アーチファクトがあったりする
ことがある。スキャナ・オペレータは、この問題を除去または低減することによって画質
を向上させたいと思うであろう。スキャナのオペレータに利用可能な選択肢には、説明書
を参考にすることや、スキャナのサービス・センタに相談して答えを得ることが含まれる
。これらの方法は一般的に満足できるものであるが、それらに欠点がないわけではない。
例えば、説明書は、スキャナの位置からすぐに手の届くところには無く、それどころか他
の部屋または棟に保管されているかもしれない。また、説明書には最新情報が含まれてい
ないことがある。これらの説明書を更新するには、それらの再発行と配達が必然的に必要
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であり、それには高いコストと時間がかかる。代替的に、スキャナのオペレータは、電話
またはｅメールでサービス・センタに彼らの疑問を相談することができる。電話またはｅ
メールは一般的に順番待ちの列ができており、順番に処理される。サービス・センタに相
談することの１つの欠点は、応答を待つ時間が長くなることである。簡単な疑問または頻
繁に尋ねられる疑問を持つスキャナのオペレータは、彼らの疑問に答えてもらう前に長い
列に並んで待たなければならない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、プロトコルおよび医療診断システムに関する疑問に答えるための改良型のシ
ステムが必要とされている。特に、スキャナ・オペレータまたはその他の職員が適切な解
決法を比較して選択できるように、各アーチファクトまたは問題を有する例示的な画像を
表示する技術が必要とされている。また、スキャナ・オペレータに利用可能な情報を更新
するための改良型の技術も必要とされている。最後に、具体的な問題が現在のところなく
ても、ユーザが見て、吟味できる典型的なアーチファクト画像を提供することができるシ
ステムが必要とされている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、これらの必要性に応えるように設計された、問題と解決法の情報を処理する新
規の方法を提供する。このシステムは、ブラウザ型またはその他のグラフィカル・ユーザ
・インタフェース・システムでアクセス可能なページを含むスキャナ・インタフェースに
組み込むことができる。ページの少なくとも１つは、照会のためのキー・ワードおよび語
句を入力するために予約することができる。その他の情報は、解決法によって解決できる
アーチファクトを有する特定の問題画像を含むことができる。特定のスキャナに利用可能
な解決法のリストおよび記述用に、追加のページを割り当てることもできる。リストは、
特定のアーチファクトまたは問題をそれぞれが有する例示的な画像を含むことが好ましい
。この技術はまた、医療機関の放射線科の幾つかのスキャナを連結するステーションなど
、集中管理ステーションでも採用することができる。インタフェースはまた、単にメニュ
ーから追加情報を選択することにより、追加情報をロードまたは要求することをも可能に
する。
【０００９】
好ましい構成では、スキャナを集中サービス施設にリンクする対話式通信システムを介し
て、適切な画像を備えた最新の問題と解決法の情報が利用可能となる。通信システムは、
操作担当者が問題照会をサービス施設に提出したり、サービス施設のライブラリをサーチ
するのに利用さすることができる。ライブラリは機械可読媒体に設置することができ、ラ
イブラリからの情報はネットワークを介して転送することができる。サービス施設は、利
用可能な解決法のリストを操作担当者に転送することができる。次いで解決法は、自動的
に、またはその機関の要求により、ダウンロードするか転送することができる。この技術
により、非常に多種多様なスキャナ、スキャナの種類、およびモードについての情報をサ
ービス・センターを通して容易に配信することが可能になる。情報の配信は、加入契約等
に従って、プロトコルを伝送するため、または他の措置を講じるためまたはその他のペー
ジを見るためなどに、システムによって実行することもできる。
【００１０】
より広いコンテキストでは、本技術は、単に情報提供目的でアーチファクト画像をユーザ
に通信するのに使用することができる。例えば、問題と解決法の情報の照会は、特定のシ
ステムに関する最低限の量の情報を含むことができ、あるいは極限では全く含まないこと
もできる。次いでユーザは、アーチファクトのリストまたはデータベースにアクセスする
ことができ、これは、典型的なアーチファクトを有する画像をそのアーチファクトの説明
やその原因と共に表示する。しかし、ツールの有用性を高めるため、最低限の照会が少な
くとも画像システムのモードの識別を含むことが好ましい。この場合、そのようなシステ
ム上で起こる可能性のある特徴的なアーチファクトを有する画像がアクセスされ、送信さ
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れ、ユーザによる吟味用に表示されることになる。したがって、この技術は、様々なタイ
プのアーチファクト、それらの性質、それらの原因、およびそれらを回避できる方法をユ
ーザによく知ってもらうようにする情報提供ツールを提供することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
今、図面に目を転じ、最初に図１を参照すると、複数の医療診断システム１２にリモート
・サービスを提供するためのサービス・システム１０が図示されている。図１に示した実
施形態では、医療診断システムは、磁気共鳴撮影（ＭＲＩ）システム１４、コンピュータ
断層撮影（ＣＴ）システム１６、および超音波撮影システム１８を含む。診断システムは
、医療施設２０など単一の場所または施設に配置することができ、あるいは、超音波シス
テム１８の場合で示すように、相互に離れていることもできる。診断システムは、集中サ
ービス施設２２からサービスを受ける。さらに、以下で詳述するように、サービス要求を
送信し、サービス状態を検証し、サービス・データを転送する等のために、複数のフィー
ルド・サービス・ユニット２４をサービス・システムに結合することができる。
【００１２】
図１の例示的実施形態では、幾つかの異なるシステム・モードが、サービス施設によって
リモート・サービスを提供される。これらおよびその他のモードは、サービス施設の能力
、施設とのサービス契約に加入した診断システムの種類のみならずその他の要因によって
、同様にサービス施設からサービスを受けることができる。しかし一般的に、本技術は、
ＭＲＩシステム、ＣＴシステム、超音波システム、陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）システ
ム、核医療システム等を含む多種多様な医療診断システム・モードに、リモート・サービ
スを提供するのに、特によく適している。さらに、本技術に従ってサービスを提供される
様々なモードのシステムは、異なる種類、製造者、および型式のものとすることができる
。システムとサービス施設との間で伝送されるサービス要求およびデータは、サービスを
受けるシステムの種類およびモードを識別するためのデータと同様、システムのモードお
よび型式に特に適応されたデータを含む。また、ここで使用する場合、用語「サービス要
求」は、診断システムまたはシステムが配置または管理されている機関によって生成され
る広範囲の質疑、コメント、示唆、およびその他の照会またはメッセージを含むつもりで
あることにも注意されたい。特に、そのような要求は、システムで発生する問題、アプリ
ケーション上の疑問、一般的性質の疑問、財務上または加入契約の段取り、情報の共有、
レポート、アプリケーション、プロトコル等々に関係することがある。
【００１３】
システムのモードによって、様々なサブコンポーネントまたはサブシステムが含まれる。
ＭＲＩシステム１４の場合、そのようなシステムは一般的に、パルス磁場を生成し、かつ
関心のある被験者内の回転磁気物質による放射から信号を収集するためのスキャナ２６を
含む。スキャナは制御および信号検出回路２８に結合され、これは次にシステム・コント
ローラ３０に結合される。システム・コントローラ３０は、以下でさらに詳述するように
、サービス要求、メッセージ、およびデータをサービス施設２２と対話的に交換するため
の一様なプラットフォームを含む。システム・コントローラ３０は通信モジュール３２に
連結され、これには単一のまたはシステム・コントローラ３０と別個の物理パッケージに
含めることができる。システム・コントローラ３０はまた、一般的にコンピュータ・モニ
タ３６、キーボード３８と同様、マウスなどのその他の入力装置４０をも含むオペレータ
・ステーション３４にも連結される。一般的なシステムでは、スキャナ１４から収集され
たデータに基づいて再構成された画像を生成するためのプリンタまたは写真システムなど
の追加コンポーネントを、システム１４に含めることができる。ここでは一般的に診断シ
ステムにおける「スキャナ」と呼ぶが、その用語は、医療診断分野における画像データ収
集のみならず、画像アーカイビング通信および検索システム、画像管理システム、施設ま
たは機関管理システム、ビューイング・システム等に限定せず、医療診断データ収集機器
一般を含むと理解すべきである。さらに詳しくは、本技術の恩恵を受ける機器は、撮影シ
ステム、臨床診断システム、身体監視システム等を含むことができる。
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【００１４】
同様に、ＣＴシステム１６は一般的に、関心のある被験者に向けられたＸ線放射の一部を
検出するスキャナ４２を含む。スキャナ４２は、Ｘ線源およびスキャナ４２内のガントリ
の動作を制御するため、およびスキャナ内で移動可能な検出器配列によって生成される信
号を受け取るために、集合的に参照番号４４で表わされる、ジェネレータ兼コントローラ
と同様信号獲得ユニットに結合される。コントローラおよび信号獲得コンポーネント内の
回路機構はシステム・コントローラ４６に結合される。これは上述のコントローラ３０と
同様に、スキャナの動作を指示するため、および獲得された信号に基づいて画像データを
処理して再構成するための回路機構を含む。システム・コントローラ４６は、システム１
６のリモート・サービスに対してデータを送受信するために、ＭＲＩシステム１４の通信
モジュール３２と一般的に同様の通信モジュール４８に連結される。また、システム・コ
ントローラ４６は、コンピュータ・モニタ５２、キーボード５４と同様、マウスなどその
他の入力装置５６をも含むオペレータ・ステーション５０に連結される。さらに、ＭＲＩ
システム１４と同様に、ＣＴシステム１６は一般的に、スキャナ４２によって収集された
データに基づいて再構成された画像を出力するためのプリンタまたは同様の装置を含む。
【００１５】
その他のモードの装置は、それらの特定の設計に従って信号を捕捉または生成するために
特に構成された回路機構およびハードウェアを含む。特に、超音波システム１８の場合、
そのようなシステムは一般的に、超音波を関心のある被験者に伝達するため、および有用
な画像を再構成するために処理される結果的に得られる信号を獲得するために、スキャナ
兼データ処理ユニット５８を含む。システムは、スキャナ５８の動作を調整し、かつ獲得
された信号を処理して画像を再構成するシステム・コントローラ６０を含む。さらに、シ
ステム１８は、システム・コントローラ６０とサービス施設２２との間でサービス要求、
メッセージおよびデータを送信するための通信モジュール６２を含む。システム１８はま
た、モニタ６６のみならずキーボード６８などの入力装置をも含むオペレータ・ステーシ
ョン６４を含む。
【００１６】
図１のＭＲＩシステム１４およびＣＴシステム１６の例で示すように、２つ以上の医療診
断システムが単一の施設または場所に設けられている場合、これらは、病院または診療所
の放射線科にあるような管理ステーション７０に結合することができる。管理ステーショ
ンは、図示した実施形態におけるコントローラ３０および４６のように、様々な診断シス
テムのコントローラに直接連結することができる。管理システムは、イントラネット構成
、ファイル共用構成、クライアント／サーバ構成、または任意のその他の適切な方法でシ
ステム・コントローラに連結されたコンピュータ・ワークステーションまたはパーソナル
・コンピュータ７２を含むことができる。さらに、管理ステーション７０は一般的に、シ
ステム動作パラメータを監視し、システム利用率を分析し、かつ施設２０とサービス施設
２２との間でサービス要求およびデータを交換するためのモニタ７４を含む。ユーザ・イ
ンタフェースを容易にするために、標準コンピュータ・キーボード７６およびマウス７８
など、入力装置もまた装備することができる。代替的に、管理システムまたはその他の診
断システムのコンポーネントは「スタンドアローン」式とする、すなわち診断システムに
直接結合しないことができることに注意されたい。そのような場合、ここで記載するサー
ビス・プラットフォーム、およびサービス機能性の一部または全部は、言うまでも無く、
管理システムに設けることができる。同様に、特定の適用分野では、診断システムは、ス
タンドアローン式の、またはネットワークされた画像アーカイビング通信および検索シス
テム、またはここで記載する機能性の一部または全部を装備したビューイング・ステーシ
ョンで構成することができる。
【００１７】
上述の通信モジュールは、ワークステーション７２およびフィールド・サービス・ユニッ
ト２４と同様、リモート・アクセス・ネットワーク８０を介して、サービス施設２２に連
結することができる。この目的にはどんな適切なネットワーク接続も採用することができ
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る。現在の好ましいネットワーク構成は、インターネットなどのオープン・ネットワーク
のみならず、固有または専用ネットワークの両方を含む。データは、インターネット・プ
ロトコル（ＩＰ）、トランスミッション・コントロール・プロトコル（ＴＣＰ）、または
その他の既知のプロトコルに従うなど適切なフォーマットで、診断システム、フィールド
・サービス・ユニット、およびリモート・サービス施設２２の間で交換することができる
。さらに、特定のデータは、ハイパーテキスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）またはそ
の他の標準言語などのマークアップ言語により伝送またはフォーマットすることができる
。現在の好ましいインタフェース構造および通信コンポーネントを、以下にさらに詳しく
説明する。
【００１８】
サービス施設２２内で、メッセージ、サービス要求、およびデータは、一般的に参照番号
８２で示す通信コンポーネントによって受信される。コンポーネント８２は、図１で一般
的に参照数字８４で示すサービス・センタ処理システムにサービス・データを送信する。
処理システムは、サービス施設との間のサービス・データの受信、処理、および送信を管
理する。一般的に、処理システム８４は１つまたは複数のコンピュータのみならず、様々
なサービス要求を処理するため、および以下でいっそう詳しく説明する通りサービス・デ
ータを送受信するための専用ハードウェアまたはソフトウェア・サーバをも含むことがで
きる。サービス施設２２はまた、サービス要求に応答して、特定のサービス要求を処理し
、診断システムにオフラインおよびオンライン・サービスを提供する、サービス・エンジ
ニアを配置することができる１群のオペレータ・ワークステーション８６をも含む。後で
述べるが、アーチファクトに対処してそれらを是正または回避するのに必要な情報を突き
止めるために、問題と解決法の情報の交換、ならびに一般的または具体的なタイプのアー
チファクトに関する照会は完全に自動化することができる。また、処理システム８４は、
サービス施設２２にあるかそこから遠隔地にあるデータベースのシステムまたはその他の
処理システム８８に連結することができる。そのようなデータベースおよび処理システム
は、特定の加入契約スキャナおよび診断装置の拡大母集団の両方ための動作パラメータ、
最適実行法、ワークアラウンド（work-around）、トラブルシューティングのヒント等に
関する広範な情報を含むことができる情報ライブラリを形成する。少なくとも１つのこの
ようなデータベースは、相互参照式の問題および解決法、ならびにユーザによって見るこ
とができる典型的なアーチファクト画像を含むことが好ましい。後で述べるが、このよう
なデータベースは、特定の診断システムのサービス用とそのようなサービスの追跡用の両
方に、ならびに特定のシステムまたはシステム群のサービスに使用するための比較データ
を導出するために使用することができる。
【００１９】
図２は、上述のシステムのコンポーネントを機能の観点から示すブロック図である。図２
に示す通り、フィールド・サービス・ユニット２４および診断システム１２は、一般的に
参照番号８０で示すようにネットワーク接続を介して、サービス施設２２に連結すること
ができる。各診断システム１２内に、一様なサービス・プラットフォーム９０が設けられ
る。特に図３に関連して下で詳述するプラットフォーム９０は、診断システムとサービス
施設との間に、サービス要求を作成し、サービス・データを送受信し、ネットワーク接続
を確立し、財務上または加入契約の段取りを管理するために適応されたハードウェア、フ
ァームウェア、およびソフトウェア・コンポーネントを含む。さらに、プラットフォーム
は各診断システムに一様のグラフィカル・ユーザ・インタフェースを提供し、これは、サ
ービス機能のために様々な診断システムによる臨床医と放射線科医の対話を促進するため
、様々なシステム・モードに適応させることができる。プラットフォームは、スキャナ設
計者が個々のスキャナの制御回路機構と同様、スキャナのメモリ装置とも直接インタフェ
ースして、要求または加入契約されたサービスを提供するために画像、ログ、および同様
のファイルにアクセスすることを可能にする。管理ステーション７０が設けられる場合、
管理ステーションとサービス施設との間の直接インタフェーシングを容易にするために、
同様の一様なプラットフォームを管理ステーションにロードすることが好ましい。一様な
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サービス・プラットフォーム９０に加えて、各診断システムは、スキャナとリモート・サ
ービス施設との間でファクシミリ・メッセージを送受信するために、ファクシミリ送信モ
ジュールなどの代替通信モジュール９２を装備することが好ましい。
【００２０】
診断システムとサービス施設との間で伝送されるメッセージおよびデータは、後述するよ
うに処理システム８４内に含まれるセキュリティ・バリヤすなわち「ファイヤウォール」
を通過する。これは、この技術分野で一般的に知られている方法で、サービス施設への不
正アクセスを防止する。一連のモデル９８を含むモデム・ラック９６は、モデムとサービ
ス・センタ処理システム８４との間のデータ・トラヒックを管理するルータ１００を通し
て、入呼データを受信し、出呼データを送信する。
【００２１】
上述の通り、処理システム８４は、サービス要求およびデータを受信して処理し、サービ
ス施設および施設から離れた場所の両方で、追加サービス・コンポーネントとインタフェ
ースする。図２では、オペレータ・ワークステーション８６が処理システムに結合されて
おり、問題／解決法およびアーチファクト・データベースを含めたリモート・データベー
スまたはコンピュータ８８も同様に結合されている。さらに、問題／解決法情報および画
像アーチファクト情報にアクセスし、ライセンスおよび契約の取決めを検証し、サービス
・レコード・ファイルおよびログ・ファイルを格納するなどのために、少なくとも１つの
ローカル・サービス・データベース１０２も設けられる。さらに、サービス施設と診断シ
ステムまたはフィールド・サービス・ユニットとの間でファクシミリ伝送を送受信するた
めに、１つまたはそれ以上の通信モジュール１０４が処理システム８４に連結される。
【００２２】
図３は、各診断システム１２内の一様なサービス・プラットフォーム９０を含む様々な機
能コンポーネントを線図で示す。図３に示すように、一様なプラットフォームは、装置連
結性モジュール１０６のみならずネットワークワーク連結性モジュール１０８をも含む。
ネットワーク連結性モジュール１０８は主ウェブ・ページ１１０にアクセスする。このペ
ージは上述の通り、システム使用者のために診断システムのモニタ上に表示される、ＨＴ
ＭＬページなどのマークアップ言語ページであることが好ましい。主ウェブ・ページ１１
０は、ユーザがスクリーン上のアイコンなどを介してそれから問題照会および検査要求を
構成したり照会サーチの結果を見たりなどすることになる通常の操作用ページからアクセ
ス可能であることが好ましい。主ウェブ・ページ１１０を介して、一連の追加ウェブ・ペ
ージ１１２にアクセス可能である。このようなウェブ・ページは、問題照会、アーチファ
クト画像、およびサービス要求を構成してリモート・サービス施設に送信することを可能
にし、問題／解決法データ、アーチファクト画像、メッセージ、レポート、ソフトウェア
、プロトコルなどの交換を容易にするが、これについては後でより完全に述べる。ここで
使用する場合、用語「ページ」は、ユーザ・インタフェース・スクリーン、またはデータ
、メッセージ、レポート等のグラフまたはテキスト表現を提供するスクリーンなど、診断
システムの使用者が見ることができる同様の装置を含むことに注意されたい。さらに、そ
のようなページは、マークアップ言語またはジャバ、パール、ジャバスクリプトなどのプ
ログラミング言語、またはその他の適切な言語によって定義することができる。
【００２３】
ネットワーク連結性モジュール１０８は、診断システムとサービス施設との間のライセン
ス、料金、および加入契約の状態を検証するために、ライセンス・モジュール１１４に結
合される。ここで使用する場合、用語「加入契約」は、料金の支払いを伴うか伴わないか
に関係なく両方のサービス、情報、ソフトウェア等の提供のための様々な取決めを、契約
によるか、商業的なものか、それ以外かを問わず、含むものと理解すべきである。さらに
、後述する通りシステムによって管理される特定の取決めは、少しだけ例を示すと、時限
取決め、一時料金取決め、およびいわゆる「ペイ・パー・ユース」取決めを含め、様々な
種類の加入契約を含むことができる。
【００２４】
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次に、ライセンス・モジュール１１４は、ブラウザ、サーバ、および通信コンポーネント
とモード・インタフェース・ツール１１８をインタフェースするために、１つまたはそれ
以上のアダプタ・ユーティリティ１１６に連結される。現在の好ましい構成では、システ
ム・スキャナとサービス・プラットフォームとの間でデータを交換するために、幾つかの
そのようなインタフェース・ツールが設けられる。例えば、モード・インタフェース・ツ
ール１１８は、モード特有のアプリケーションのみならず、構成テンプレート、グラフィ
カル・ユーザ・インタフェース・カスタマイズ・コード等をも構築するためのアプレット
またはサーブレットを含むことができる。アダプタ１１６はそのようなコンポーネントと
、またはモード特有のサブコンポーネント１２２に結合されたモード・コントローラ１２
０と直接に、対話することができる。モード・コントローラ１２０およびモード特有のサ
ブコンポーネント１２２は一般的に、検査を実行するための事前構成されたプロセッサま
たはコンピュータ、および画像データ・ファイル、ログ・ファイル、エラー・ファイル等
を格納するためのメモリ回路機構を含む。アダプタ１１６はそのような回路機構とインタ
フェースして、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）とデータ提示のための医療
撮影標準であるＤＩＣＯＭとの間のように、希望するプロトコル間で、格納されたデータ
を変換することができる。さらに、後述するようにファイルおよびデータの転送は、ファ
イル転送プロトコル（ＦＴＰ）またはその他のネットワーク・プロトコルなど、任意の適
切なプロトコルにより実行することができる。
【００２５】
図示した実施形態では、装置連結性モジュール１０６は、診断システムとリモート・サー
ビス施設との間でデータ交換を行うための幾つかのコンポーネントを含む。特に、連結性
サービス・モジュール１２４は、ネットワーク連結性モジュール１０８とのインタフェー
スを行う。リモート通信接続を通してインターネット・プロトコル（ＩＰ）パケットを伝
送するために、ポイント・ツー・ポイント・プロトコル（ＰＰＰ）モジュール１２６をも
装備する。最後に、診断システムとリモート・サービス施設との間でデータを送受信する
ために、モデム１２８を装備する。当業者には理解されるように、そのようなデータ交換
を促進するために、装置連結性モジュール１０６内で、様々なその他のネットワーク・プ
ロトコルおよびコンポーネントを使用することができる。
【００２６】
ネットワーク連結性モジュール１０８は、サーバ１３０およびブラウザ１３２を含むこと
が好ましい。サーバ１３０は、診断システムとサービス施設との間のデータ交換を促進し
、ブラウザ１３２を介して一連のウェブ・ページ１１０および１１２を表示する。現在の
好ましい実施形態では、サーバ１３０およびブラウザ１３２はＨＴＴＰアプリケーション
をサポートし、ブラウザはジャバ・アプリケーションをサポートする。言うまでもなく、
データ、サービス要求、メッセージ、およびソフトウェアを診断システム、オペレータ、
およびリモート・サービス施設の間で交換するために、その他のサーバおよびブラウザ、
または同様のソフトウェア・パッケージを使用することもできる。最後に、サーバ１３０
と、医療施設内の管理ステーション７０などのオペレータ・ワークステーションとの間に
、直接ネットワーク接続１３４を設けることができる（図１および２参照）。
【００２７】
本実施形態では、ネットワーク連結性モジュールを含むコンポーネントは、一様なプラッ
トフォームの一部として格納されたアプリケーションにより構成することができる。特に
、サービス・エンジニアにライセンス付与されたジャバ・アプリケーションは、エンジニ
アに診断システムへ装置を連結させて、それをサービス施設に接続することができる。ア
プリケーションの特徴は、サービス・エンジニアがアクセスできる別個のタブ・ページに
セグメント化される。アプリケーションは、ライセンス契約スクリーンを経由して始動す
る。受け入れられた後、サービス・エンジニアはシステム・モデムのパラメータ、自動診
断チェックを実行するためのスケジュールを設定し、自動サービス・レポート生成のため
などの電子メッセージを確立することができる。モデムが構成された後、サービス・エン
ジニアは、サービス施設と接続し、サービス施設がシステムとサービス・センタとの間の
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確実な通信に必要な残りのデータをダウンロードさせるデータを提供する。アプリケーシ
ョンを終了すると、サイト間の連結性の自動試験の状態を含む構成状態が、サービス・エ
ンジニアに提示される。
【００２８】
図４は、サービス施設２２の例示的機能コンポーネントを示す。上で示した通り、サービ
ス施設２２は、サービス施設とのデータ通信を調整するために、ルータ１００に結合され
た複数のモデム９８を備えたモデム・ラック９６を含む。ＨＴＴＰサービス・サーバ９４
は、施設との入呼および出呼トランザクションを受信し、指示する。サーバ９４は、シス
テム・セキュリティのためにファイヤウォール１３８を通して、施設の他のコンポーネン
トに結合される。オペレータ・ワークステーション８６は、サービス要求を処理し、その
ような要求に応答してメッセージおよびレポートを送信するために、ポート・マネージャ
に結合される。後述するように、特定のサービス要求に自動的に応答し、動作パラメータ
・データに対して加入契約診断システムを掃引するなどのために、自動サービス・ユニッ
ト１３６をもまたサービス施設に含むことができる。現在の好ましい実施形態では、自動
サービス・ユニットは、処理システム８４を含む対話型サービス・コンポーネントとは独
立して、またはそれらと一緒に作動することができる。サービス施設が、外部インターネ
ット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）、仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）等を含むシス
テムなど、診断システムおよびリモート・サービス・ユニットと通信して、データおよび
メッセージを交換することができるようにするために、他のネットワークまたは通信スキ
ームを設けることもできることに注意されたい。
【００２９】
ワイヤウォール１３８の背後では、ＨＴＴＰアプリケーション・サーバ１４０が、サービ
ス要求、メッセージ、レポート、ソフトウェア転送等の処理を調整する。以下でいっそう
詳しく述べるように、特定の種類のサービス要求を処理するように構成されたサービス分
析サーバ１４２など、他のサーバをＨＴＴＰサーバ１４０に結合することができる。図示
した実施形態では、処理システム８４はまた、診断システム・サービスの加入契約の状態
を記憶し、更新し、検証するためのライセンス・データベース１４６に結合されたライセ
ンス・サーバ１４４をも含む。代替的に、希望する場合には、サービス施設に入る前に加
入契約状態を検証するために、ライセンス・サーバ１４４をファイヤウォール１３８の外
に配置することができる。
【００３０】
さらに、サービス要求、メッセージ、およびレポートの処理は、ＨＴＴＰサーバ１４０に
結合されたスケジューラ・モジュール１４８によって調整される。スケジューラ・モジュ
ール１４８は、レポート・サーバ１５０、メッセージ・サーバ１５２、およびソフトウェ
ア・ダウンロード・サーバ１５４など、処理システムを含む他のサーバの活動を調整する
。当業者には理解される通り、サーバ１５０、１５２、および１５４は、アドレス、ログ
・ファイル、メッセージ、およびレポート・ファイル、アプリケーション・ソフトウェア
等を格納するために、メモリ装置（図示せず）に結合される。特に、図４に示すように、
ソフトウェア・サーバ１５４は、診断システムに直接送信され、診断システムによってア
クセスされ、またはペイ・パー・ユースまたは購入方式で供給することができる、伝送可
能なソフトウェア・パッケージを含むために、１つまたはそれ以上のデータ・チャネルを
介して記憶装置１５６に結合される。メッセージ兼レポート・サーバ１５２および１５４
はさらに、出呼メッセージを受信し、診断システムとの適切な連結性を保証し、メッセー
ジの送信を調整するように構成された、配信処理モジュール１５８に通信モジュール１０
４と共に結合される。
【００３１】
図５は、例示的フィールド・サービス・ユニット２４内に含まれる特定の機能コンポーネ
ントを図示する。フィールド・サービス・ユニット２４は、リモート・サービス・エンジ
ニアが使用するように設計されたポータブル・コンピュータを含むことができる。ユニッ
トは、診断システム自体のために上述の通り一様なサービス・ベースを確立するための特
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定の機能回路機構を含むサービス・プラットフォームを含む。さらに、サービス・ユニッ
トは、フィールド・エンジニアがリモート・サービス・メッセージ、特定の診断システム
に関するレポート、サービス・スケジュール等を要求したり、受信することを可能にする
、特定のサービス・ツールを含む。したがって、サービス・プラットフォームを通して、
フィールド・エンジニアは、システム構成、履歴ログ情報、システムネットワーク情報、
分析ログおよびデータ等にアクセスすることができる。それに加えて、後述するフィール
ド・サービス・ユニットは、システム・プラットフォームおよびサービス施設のコンポー
ネントと共に、フィールド・エンジニアがフィールド・サービス・ユニット上で、または
診断システム自体で（例えばサービス・エンジニアが現場にいるとき）、あるいはリモー
ト・サービス施設からのいずれかで、そのような情報にアクセスすることを可能にする。
フィールド・エンジニアは、希望する通りフィールド・サービス・ユニットまたは診断シ
ステムのいずれかから、サービス・レコードを更新することもできる。
【００３２】
したがって、図５に示す通り、例示的フィールド・サービス・ユニットは、装置連結性モ
ジュール１０６およびネットワーク連結性モジュール１０８を含む。装置連結性モジュー
ル１０６は、図３に関連して診断システムについて上述した通り、連結性インタフェース
回路機構１２４、ネットワークまたはＰＰＰモジュール１２６、およびモデム１２８を含
むことができる。ネットワーク連結性モジュール１０８は次に、診断システムのサーバお
よびブラウザと実質的に同一のサーバ１３０およびブラウザ１３２を含むことができ、フ
ィールド・エンジニアが、主ウェブ・ページ１１０および一連のウェブ・ページ１１２を
通してメッセージ、レポート等を受信し、監視し、作成することを可能にする。さらに、
サービス施設がフィールド・サービス・ユニットのライセンスおよびセキュリティの状態
を検証することを可能にするために、アクセス・モジュール１１４Ａが装備される。例え
ばアクセス・モジュールは、サービス施設の回路機構と協働して、フィールド・サービス
・エンジニアがデータまたはアプリケーションにアクセスできるようにして、サービス施
設でサービス・エンジニアに提供される機能性の一部または全部を提供することができる
。そのような機能性は、診断システム自体で提供されるものと同様とすることができ、あ
るいはより幅広い範囲のサービス・オプションをサービス・エンジニアに提供することが
できる。１つまたはそれ以上のアダプタ・モジュール１１６は、ネットワーク回路機構と
様々なフィールド・サービス・ツールをインタフェースする。特に、フィールド・サービ
ス・ユニットは、診断システム実行データを分析し、定期的または特別サービス・コール
のスケジュールを設定し、交換部品の出荷のスケジュールを設定する等のために、ブロッ
ク１８０で示すようにサービス・アプリケーションを装備することができる。他のサービ
ス・アプリケーションとして、サービス施設のオペレータ・ワークステーション８６上で
実行されるものと一般的に同様のアプリケーションを含めることができる（例えば図４参
照）。そのようなアプリケーションは、フィールド・サービス・エンジニアが診断システ
ムの現場から、または現場から離れた場所からサービス要求を処理し、リモート・フィー
ルド・ユニットを介してサービス・メッセージおよび更新を送信することができる。
【００３３】
現在の好ましい実施形態では、上述の機能回路機構は、任意の適切なコンピュータ・プラ
ットフォーム上のハードウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとして構成するこ
とができる。例えば、診断システムの機能回路機構は、システム・スキャナに完全に組み
込まれるかまたは追加されるパーソナル・コンピュータまたはワークステーション内に、
適切なコードとしてプログラムすることができる。サービス施設の機能回路機構は、サー
バ、スケジューラ等の１つまたはそれ以上が内部で構成されるメイン・フレーム・コンピ
ュータに加えて、追加のパーソナル・コンピュータまたはワークステーションを含むこと
ができる。最後に、フィールド・サービス・ユニットは、適切なプロセッサ・プラットフ
ォームのパーソナル・コンピュータまたはラップトップ・コンピュータを含むことができ
る。上述の機能回路機構は、ここで記載する機能を実行するために様々な方法で適応させ
ることができることに注意されたい。一般的に、機能回路機構は、診断システムとリモー
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ト・サービス施設との間のサービス・データの交換を促進する。これはサービス活動の診
断システムに定期的な更新を提供するために対話方式で実施することが好ましい。
【００３４】
上述の通り、診断システムおよびフィールド・サービス・ユニットは両方とも、一連の対
話型のユーザ・ビューアブル・ページを介して、様々な診断システム・モードとリモート
・サービス施設との間のインタフェースを容易にする。図６から図１０は、対話型情報を
提供し、サービス要求および問題照会を作成し、メッセージ、レポート、および診断シス
テム・ソフトウェア等を選択して転送するための例示的ページを示す。以下の説明では、
インタフェースのためのビューアブル・ページに、現在の説明の言語で指示が行われるこ
とに注意されたい。しかし、現在の好ましい実施形態では、システムが設置される国によ
って、そのようなインタフェース・ページを幾つかの異なる言語で提示するように、プラ
ットフォームを構成することができる。
【００３５】
最初に図６に示す通り、主ウェブ・ページ１１０は、診断システムのモニタ３６、５２ま
たは６６上で見ることができる通常の診断システム画面からアクセスできる。したがって
、主ウェブ・ページ１１０は、マウスなどの入力装置で通常の作動画面上のアイコン（図
示せず）をクリックすることによって、表示することができる。主ウェブ・ページ１１０
は、グラフィカル・ユーザ・インタフェースの他のインタフェース・ページにアクセスす
るためのグラフィカル・ボタンの形の一連のナビゲーション装置１７８を含む。図示した
実施形態では、これらのグラフィカル装置は、サービス要求ページにアクセスするための
サービス要求ボタン１８０、アプリケーション・ページにアクセスするためのアプリケー
ション・ボタン１８２、サービス・レポートにアクセスするためのシステム・レポート・
ボタン１８４、および対話型サービス・メッセージを送受信するためのメッセージ・ボタ
ン１８６を含む。ユーザ情報、ヘルプ・トピック等にアクセスするために、ヘルプ・ボタ
ン１８７が設けられており、これはシステムに常駐させることができる。閉または終了ボ
タン１８８は、通常のスキャナ・インタフェース・ページに戻るために設けられている。
これらのナビゲーション装置に加えて、主ページ１１０は、最も最近のメッセージに関す
る情報が表示されるメッセージ領域１９０を含む。この情報は、受信した時間と日付の識
別、メッセージの発信者、およびメッセージの内容の簡単な要約またはタイトルを含むこ
とができる。したがって、主ページ１１０にアクセスすると、システム使用者は、リモー
ト・サービス施設またはフィールド・サービス・エンジニアによって行われたサービス活
動を知ることができる。
【００３６】
図７は、主ページでアプリケーション・ボタン１８２を作動さることによってアクセスさ
れるアプリケーション・ページ１９２を示す。主ページと同様に、アプリケーション・ペ
ージ１９２は、図６に示す主画面に戻るための主画面ボタン１９４を含め、グラフィカル
・ユーザ・インタフェースの他のページをナビゲートするための一連のグラフィカル・ボ
タン１７８を含む。サービス・要求の基礎として「スナップ・ショット」または現在のシ
ステム状態を捕捉することができる。サービス要求ページは、スキャナの通常作動ページ
から、主ウェブページまたはその他のウェブ・ページの１つにおけるサービス要求ボタン
１８０により、アクセスすることができる。
【００３７】
アプリケーション・ページを介して追加のウェブ・ページにアクセスすることができ、グ
ラフィカル・ボタン１９６を介してアクセス可能なドキュメンテーションまたはヘルプの
ページ１つあるいはページの連続などがある。グラフィカル・ボタン１９８を介して、プ
ロトコル・ページにアクセス可能である。グラフィカル・ボタン２００を介して、サービ
ス施設ライブラリで疑問に対する解決法をサーチするための、または特徴的なアーチファ
クトを有する画像にわたってサーチするための照会ページにアクセスできる。最も頻繁に
参照されるアーチファクト画像または問題／解決法の組合せにアクセスするために、この
ボタンまたは同様のボタン、あるいはその他のアクセス・デバイスを設けることもでき、
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これらの画像または問題／解決法の組合せは、前述のように、スキャナ、撮影システム、
または画像管理システムに特に適応させることができる。さらに、ページ１９２には、様
々なサービス・ドキュメンテーション、メッセージ、モード機器、操作方法などを記述し
たテキストを表示することのできるテキスト領域２０２が設けられている。
【００３８】
現在の好ましい構成では、テキスト領域２０２内に表示される情報は、一様なプラットフ
ォームが設置された特定のモードおよび種類の診断システム用に特に設計されることに注
意されたい。後述の通り、サービス・センタが診断システムにネットワーク接続するとき
に、サービス・センタに対する診断システムの識別は、サービス・センタがモード特有の
情報をテキスト領域に転送して表示することができる。図７に示す実施形態では、そのよ
うなテキストは、撮影プロトコルに関する情報または検査の記述、モードおよびシステム
の種類に特に適応されたシステム・ニュースレター、頻繁に尋ねられる最新の疑問と答え
、および診断システムの動作の推奨方法を含むことができる。使用者は、トピックを記述
するテキストの全部または一部を選択することによって、テキスト領域に記載された特定
の情報にアクセスすることができる。現在の好ましい実施形態では、アクセスされた情報
は、診断システム内の局所メモリ装置に格納することができ、あるいはテキストを選択す
ることにより、ネットワーク・リンクを介してリモート・コンピュータまたはサーバにア
クセスするための全域資源位置指示子（ＵＲＬ）のローディングを行うことができる。
【００３９】
前述のように、一様なグラフィカル・ユーザ・インタフェースは、照会の定式化を容易に
し、スキャナ・オペレータがいくつかの診断システム・モードにわたって同様の方式でサ
ービス施設ライブラリをサーチできるようにする。図８に、そのような照会を定式化する
ための例示的なインタフェース・ページを示す。図８に示す照会定式化ページには、照会
のキー・ワードまたは語句、ならびに他のサーチ基準を入力するための領域２０６が設け
られている。例えばユーザは、タイムアウト期間ならびに結果を照会と突き合わせる方法
、すなわち各サーチ結果は照会で指定したすべてのキー・ワードおよび語句を含まなけれ
ばならないか、それともそれらのうち１つだけを含んでいればよいか、および／または特
徴的なアーチファクトを含む画像の突合わせも含むべきかを指定することができる。さら
に、ユーザは、検索する最大一致数、および結果をランクすべき順序を指定することもで
きる。ユーザは、マウスなどの入力装置を介してグラフィカルサーチボタン２０８をクリ
ックすることによって、サービス施設センタに照会を送信することができる。一様なプラ
ットフォーム中に含まれるサーバが、ユーザによって入力されたデータを補足できる一意
のシステム識別を含むことに留意されたい。また、図８に示すフィールドがすべてではな
いことにも留意されたい。他の、より多い、またはより少ない入力フィールドを、希望す
る通りに備えることができる。
【００４０】
一般的な意味で、本技術で考えられる特徴的なアーチファクトの照会は、利用可能な画像
に対する単純な要求であることがある。例えばユーザは、診断ステーションで具体的なア
ーチファクトまたは問題を有しないことがあるが、比較的単純な方式で対処できるかまた
は解決法が利用可能である特徴的なアーチファクトをよく知っておきたいと思うことがあ
る。このような場合、照合は、撮影モードのタイプ、使用されるハードウェアまたはソフ
トウェアのタイプなど、ユーザからの最小限の情報を含むことができる。同様に、比較的
限られた数のアーチファクト画像が利用可能な場合、システム・タイプまたはモードだけ
を識別する単純な照会に応答して、すべての典型的なアーチファクト画像を見るためにユ
ーザに送信することができる。それぞれの場合に、解決法情報は、他のドキュメンテーシ
ョンや情報などと共に、特徴的な各アーチファクトを備えることができる。
【００４１】
当業者なら、本発明がキー・ワードおよび語句によるサーチに加え、パターン・マッチン
グ技術を採用して、診断システムで生成された照会アーチファクトを有する照会画像をサ
ービス施設ライブラリに格納された画像と照合することもできることを理解するであろう
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。領域２０６は、当該の特定の画像を入力するための場所を含む。したがって、システム
・オペレータがサービス施設に照会をサブミットするとき、ライブラリに格納された画像
との比較用に適切な照会画像もまた送信される。画像の挿入は、手動（例えば「カット・
アンド・ペースト」操作によって）でも、行われる具体的な検査に基づくなどして自動（
例えばその検査に対する識別子で参照されて）でもよいことに留意されたい。
【００４２】
照会定式化ページ２０４は、サービス・エンジニアがサービス施設のライブラリを特定の
解決法の識別番号によってサーチできる別の領域２１０（一般的に使用者は見たりアクセ
スすることができない）をも含む。さらに、サービス・エンジニアは、グラフィカル・ボ
タン２１２によりアクセスできる解決法作成ページで、ライブラリに新しい解決法を入力
したり、あるいはグラフィカル・ボタン２１４によってアクセスできる解決法フィードバ
ック・ページでライブラリにすでにある解決法にフィードバックを提供することができる
。再び、現在の好ましい実施形態では、領域２１０ならびにグラフィカル・ボタン２１２
および２１４は一般的に、診断システムのスキャナ・オペレータには利用できず、サービ
ス・エンジニアだけがライブラリを更新するためにだけ利用することができる。
【００４３】
図９に、システム・オペレータにサーチ結果を通知するためのインタフェース・ページ２
１６を示す。サーチ結果ページ２１６は、ユーザがサーチのために入力したキー・ワード
および語句、ならびに検出された一致およびサーチ状況を要約するテキスト領域２１８を
含む。さらに、サーチ結果ページ２１６は、サービス施設ライブラリからの複数の画像２
２０を含む。それぞれは、ユーザによって入力された照会と一致する診断画像アーチファ
クトまたは問題を含む。各画像の後に、アーチファクトまたは問題の簡単な説明が続く。
図９に示す例示的なサーチ結果ページでは、サーチは、３つの一致を突き止めることに成
功している。特定の照会に対して、いくつでも一致を関連付けることができる。
【００４４】
システムがサービス・センタとネットワーク接続状態になると、診断システムを識別する
情報がサービス・センタに送信されるため、診断システムで表示されるサーチ結果はモー
ド・システムに特有である。したがって、ＣＴシステムで入力された照会のサーチはＣＴ
特有の情報だけを突き止め、ＭＲＩシステムで入力された別の照会からはＭＲＩ特有の情
報しか得られないことになる。当業者なら、この情報を特定のシステム・モデルに合わせ
てさらに調整できることを理解するであろう。後でより詳しく述べるが、新しいまたは追
加の画像および解決法を時々リストに加えることもできる。特定の画像２２０を、または
画像および問題の記述をクリックすることによって、ユーザは、そのトピックに関する情
報をさらに得ることができる。
【００４５】
図１０に、特定の画像アーチファクトまたは問題に関連する情報を表示するためのインタ
フェース・ページを示す。一致ページ２２４は、図９に示したサーチ結果ページを介して
アクセス可能である。一致ページ２２４は、サーチ結果ページ２１６上に提供された画像
を含むことができ、サーチのキー・ワードおよび語句を繰り返すことのできるテキスト領
域２２６を有する。さらに、領域２２６は、画像アーチファクトまたは問題を是正するた
めにシステム・モードに適用可能な解決法の数も示す。それぞれが特定の解決法に関連付
けられた一連のグラフィカル・ボタン２２８もまた、領域２２６中に設けられる。特定の
ボタン２２８をクリックすることによって、ユーザは、その解決法に関する詳細情報を得
ることができる。前述のように、一致ページ２２４に表示される照会の結果は単に、所与
のシステム・タイプ上で起こる可能性のある典型的なアーチファクトのリストを含むこと
もできる。したがって、より広範なサーチがユーザによって行われる場合、アーチファク
トのリストは、任意のおよびすべての可能なアーチファクトを含むことができる。
【００４６】
図１１に、特定の解決法に関する情報を表示するためのインタフェース・ページを示す。
解決法ページ２３０は、図１０に示した一致ページを介してアクセスできる。解決法ペー
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ジ２３０にアクセスすると、その解決法に関する詳細情報がシステム・ユーザに提供され
る。この情報はテキスト領域２３２中に提供される。これには、解決法の名称、その記述
、および様々な構成パラメータを含むことができる。選択可能なテキストまたはグラフィ
カル・デバイス２２２によって、その他の情報、アクション、サービスなどへのリンクを
設けることもできる。リンク２２２は、その他のファイル、画像、ウェブ・ページなどに
アクセスすることができる。さらに、リンク２２２は、画像中の具体的なアーチファクト
に対処するために必要ならば、操作方法、ソフトウェア、撮影プロトコルなどをダウンロ
ードできるようにすることもできる。一致のリストと同様に、リンク２２２は、特定のシ
ステム・モードおよびモデルに関係する文書へのアクセスを制限することもできる。さら
に、図７に示したものなどのグラフィカル・ボタンまたはその他のリンクを表示して、結
果ページ２１６を含めた他のページからアクセス可能とすることもできる。
【００４７】
図１２は、サービス施設ライブラリに格納することのできる、あるタイプの画像の一例で
ある。画像２４０は、当該のフィーチャ２４２ならびに診断画像アーチファクト２４４を
含む。例として、図１２に示す画像は、一般に「アネファクト（annefact）」と呼ばれる
アーチファクトを含むＭＲ画像である。アネファクトは、受信器の所望の視野の外に生成
された信号の結果であり、マルチコイル・アレイを有するＭＲＩシステムで最も一般的で
ある。例としては、図１１に示したものと同様の、ＭＲ画像からアネファクトを除去する
ための解決法ページは、アネファクトがどのように生じたかについて、ならびに撮影視野
と釣り合う受信コイルを選択することでアネファクトを除去できることについての記述を
含むことになる。
【００４８】
図１３および１４に、診断システム、サービス施設、およびリモート・フィールド・サー
ビス・ユニットで前述の機能コンポーネントによって実施される例示的な制御論理を示す
。特に、図１３には、グラフィカル・ユーザ・インタフェースおよび一様なプラットフォ
ームを介して照会を構成および送信するための例示的な論理を示す。一般的に参照番号２
５０で示す制御論理は、ステップ２５２で始まり、ここで、診断システムまたは管理ステ
ーションにある通常の操作用ページから、図８に示した解決法検出ページなどのサービス
・ページにアクセスする。図１３に示す論理ステップは、診断システムに関する一般的性
質の問題照会や、特定のアプリケーションについての照会などに特に適合する。ステップ
２５４で、診断システムは、要求されたサービスに必要とされる加入者状況を検証するこ
とができる。特に、様々なサービス要求をタイプ別に範疇化し、特定の契約タイプ、加入
者サービス、ライセンスなどに関連付けることができる。このような加入者データは、図
３に示したモジュール１１４などのライセンス・モジュールに格納されることになる。サ
ービス要求がスキャナによって自由に行われる場合、このステップは省くことができる。
しかし、特定のサービス加入契約が必要とされる場合は、ステップ２５４で、必要とされ
る契約取決めまたは加入者ライセンスと、診断システム用のファイル上にある同様の情報
との間で比較が行われる。加入者状態が有効である場合には、ステップ２５６で、診断シ
ステムの連結性モジュールが電話をかけ、診断システムをサービス施設に接続する。ステ
ップ２５８で、システム・ユーザが疑問または問題に関係するキー・ワード、語句、また
は画像を入力すると、照会が構成される。ユーザはまた、図８に関して上に述べた情報な
ど、他の情報を入力することもできる。
【００４９】
ステップ２６０で、診断システム・サーバ１３０（図３参照）は、照会に対処するために
必要とされるデータのタイプおよび場所を決定する。この情報は、システムまたはモード
特有の解決法あるいは典型的なアーチファクト画像を提供するなど、照会への対処を容易
にするために、システムおよび／またはシステム構成の識別を含むことが好ましい。また
、画像シーケンスまたは特定のアーチファクトに関する照会に対して望まれる場合、獲得
される画像データ・ファイルは、スキャナ・ログ・ファイル、エラー・ファイルなどと共
に識別することができる。特に、識別されるデータ（必要ならば後で送信される）は、生
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画像データと処理済み画像データの両方、ソフトウェア構成情報、システム・データ（例
えばハードウェアおよびソフトウェアの識別および構成）などを含むことができる。いく
らかのデータは、システムのモード特有とすることができ（ＤＩＣＯＭフォーマットのデ
ータなど）、モード・インタフェース・コンポーネントを介して一様なプラットフォーム
を適合させることを通して、モードによって定義することができる。サービス要求に適切
に対処するためにこのようなデータが必要とされる場合、ステップ２６２で示すようにデ
ータ・ファイルが突き止められる。ファイルは、アダプタ・モジュール１１６（図３参照
）などのアダプタ・モジュールの媒介を介して、モード特有の回路からバックアップする
または格納することができる。したがって、例示的な論理におけるこれらのステップは、
照会を生じさせた診断システムの状態を効果的に捕捉する照会をユーザが構成できるよう
にする。したがって、サービスが必要とされる特定の問題に照会をリンクすることができ
る。
【００５０】
ステップ２６４で、照会はサービス施設に送信される。照会と共に送信できる情報には、
診断システムの識別、システムが位置する施設などが含まれる。好ましい実施形態では、
特定の患者識別に関連する情報は照会から取り除かれることに留意されたい。財務または
アカウント情報など、その他のデータをメッセージに含めることもでき、あるいは同様に
照会から取り除くこともできる。
【００５１】
ステップ２６６で、サービス施設処理システムが、照会中に指定されたキー・ワード、語
句、および画像、ならびに付随するシステム情報に基づいて、そのライブラリにアクセス
してサーチする。サーチによって、特定のシステム・モードに特有の情報のリストが得ら
れる。サービス施設ライブラリが膨大であり、複数のシステム・モードに関係する情報を
含むことができることに留意されたい。後でより詳細に述べるが、１つの診断システムに
利用可能な情報は、ライブラリ中に含まれており、サービス・エンジニアに利用可能な情
報のサブセットでしかない。
【００５２】
ステップ２６８で、サーチから得られたデータは、次いで診断システムに返送される。デ
ータの一部または全部を診断システム、管理システム、または照会をサブミットした他の
ユーザ装置にサービス施設によって送信することができる。別法として、データの全部ま
たはいくつかの送信は、後続の接続セッションまで遅らせることもできる。ステップ２７
０で、図９に示したものと同様のサーチ結果ページでサーチ結果がシステム・オペレータ
に表示される。そこから、オペレータは、サーチ結果ページおよび一致ページ上にリスト
された画像および各解決法のどれかまたは全部にアクセスすることができる。さらに、オ
ペレータは、リンク２２２を介して追加の情報にアクセスするかまたは措置を講じること
もできる。ステップ２７２で、診断システムは、サービス施設から切断することができる
。別法として、追加の照会、サービス要求などを送信することもでき、他のリモート活動
をこの段階で実行することもできる。照会に対処するために必要とされるいくらかのデー
タがすぐに送信されないときは、サービス施設は、後で医療診断システムと再接続するこ
とができる。
【００５３】
一般に、サービス要求への照会応答は、照会の傾向によって異なるであろう。例えば、応
答は、診断システムまたはシステムがインストールされている医療機関を運用するための
示唆を含むことがある。このような情報は、特定のシステム・タイプまたはモードに対す
る「最適利用法」タイプの情報、ならびにユーザまたはシステムの手入れに関する指示情
報を提供してもよい。この情報はまた、予想されるサービスの必要性、計画されたまたは
利用可能な訓練セッションなどの通知を含むこともできる。応答はさらに、プログラム、
またはシステム動作のプロトコルまたはレポートを含むこともできる。
【００５４】
図１４に、サービス施設ライブラリ中に含まれる問題と解決法の情報を更新するための例
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示的な制御論理におけるステップを示す。参照番号２８０で一般的に示すこのライブラリ
更新論理は、ステップ２８２で、事例の作成で開始する。事例は、システム・オペレータ
が特定の疑問または問題を伴ってサービス・エンジニアと連絡を取るときに生じることが
ある。ステップ２８４で、サービス・エンジニアは、解決を必要とする問題のキー・ポイ
ントを決定する。
【００５５】
ステップ２８６で、サービス・エンジニアは適切なサーチを選択する。サーチと共に、サ
ービス・エンジニアはステップ２８８で、システム・モードおよびモデル、キー・ワード
および語句などの情報を入力する。サービス・エンジニアは、画像パターンをライブラリ
中の画像パターンと突き合わせるために、アーチファクトまたは問題を有する画像を含め
ることもできる。処理システムは、サーチの一致および解決法を得るために、診断システ
ムからはアクセス不可能な情報を含めて、サービス施設ライブラリ全体をサーチすること
になる。ステップ２９０で、システム・エンジニアは、呈示された一致および解決法を検
討して、ライブラリ中で検出された画像のいずれかがその事例に対応するかどうか、なら
びに解決法のいずれかが適用可能かどうかを判定する。ステップ２９２で、サービス・エ
ンジニアが、検出されたどの画像および解決法もその事例によって呈示された問題を解決
しないと判定した場合、エンジニアはステップ２９４に進み、他のドキュメンテーション
および他の資源をサーチして、適切な解決法を突き止める。ステップ２９６で、サービス
・エンジニアは、ステップ２９４で突き止めた情報に基づいて、適切な解決法を作成する
。解決法が新しい画像アーチファクトに適用される場合、エンジニアは、適切な画像を含
める。次いで、この解決法を、検討および承認のためにサブミットすることができる。解
決法が承認されると、新しく作成された解決法と事例が相互にリンクされる。
【００５６】
一方、ステップ２９２で、サービス・エンジニアが、サーチから事例に適した解決法が見
つかったと判断した場合、エンジニアはステップ２９８で事例を解決法に連結する。サー
ビス・エンジニアは、図８から図１１に示すグラフィカル・ボタン２１２によってアクセ
スできる解決法作成ページに、解決法を入力することによって、追加解決法を特定の事例
問題に連結することができる。解決法作成ページは、システム・エンジニアが、ライブラ
リに蓄積された問題と解決法の情報を更新することを可能にする。
【００５７】
最後に、ステップ２９０で、サービス・エンジニアは事例問題および解決法にアクセス・
タグを割り当てることができる。アクセス・タグは、情報が診断システム、管理システム
、またはその他の使用者からアクセス可能であるか、それともサービス・エンジニアによ
ってのみアクセス可能かを指定する。サービス施設のライブラリは、診断システムの母集
団、新規または更新されたルーチン、プロトコル、説明書、および訓練のコース、スケジ
ュール等に関する情報を含むことができ、それらの全てが診断システムのオペレータに適
しているわけではない。診断システムによってアクセス可能と思われる情報としては、頻
繁に尋ねられる疑問ばかりでなく、アプリケーション関係の疑問や回答を含むことができ
る。したがって、診断システムに利用可能な情報のサブセットに適切なアクセス・タグで
マーク付けを行うことによって、サービス施設は、ライブラリへのアクセスを制限し、シ
ステム・オペレータの照会に応答してサーチしなければならないデータの量を低減するこ
とができる。
【００５８】
上述の通り、本発明の対話性により、システム・オペレータは、一般的な性質のものから
診断システムの特定のアプリケーションに向けられるものまで、幅広い範囲の質問に対す
る答えを素早く手に入れることが可能になる。システム・オペレータは、サービス施設の
ライブラリにアクセスして、ライブラリに含まれる情報のサブセットで、特定の診断シス
テムに適用可能なトピックをサーチすることができる。システム・オペレータはまた、類
似のアーチファクトまたは問題を含む画像を見て、特定の問題および解決法をよりよく把
握することができる。さらに、本発明によれば、サービス施設は、そのデータベースの中
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央ライブラリにいくつかの医療診断システム・モードに関係する情報を格納することがで
きる。この情報は、容易に更新して、適切な診断システムに効率的に配信することができ
る。
【００５９】
本技術がまた、スキャナ・コンソールまたはいずれか他の適したインタフェース・デバイ
ス上などの画像システムに直接採用できることも想起されたい。例えば、施設または放射
線科内にあるパーソナル・コンピュータあるいはその他のインタフェース・デバイスまた
は適したワークステーションは、上に概要を述べた典型的なアーチファクト画像に対する
問題および解決法データベースとの照会および対話をサポートするのに役立つことができ
る。また、一般的な意味で、本技術は、目下の問題が実際に存在するかどうかに関係なく
、起こり得る様々なタイプの特徴的なアーチファクトにアクセスするなど、非常に広範な
検索を行うことを可能にする。したがって本発明は、情報提供の目的で、ユーザが直接ス
キャナ・コンソールで、部門ごとのワークステーション中で、あるいは別の方法で、どの
ようにアーチファクトに対処するかに関するヒントと共にアーチファクト情報にアクセス
できるようにする。
【図面の簡単な説明】
【図１】リモート・サービスを提供するためのネットワーク接続を介してサービス施設に
結合された一連の医療診断システム、およびこの診断システムとサービス施設との間のデ
ータ交換の略図である。
【図２】診断システムおよびサービス施設の特定の機能コンポーネントを示す、図１に示
したシステムのブロック図である。
【図３】診断システムの対話型リモート・サービス提供を促進するための、図１および図
２に示した種類の診断システム内の特定の機能コンポーネントのブロック図である。
【図４】複数の医療診断システムに対話型リモート・サービスを提供するための、図１お
よび図２に示したサービス施設の特定の機能コンポーネントのブロック図である。
【図４Ａ】図４のライセンス・サーバの実施形態のブロック図である。
【図４Ｂ】図４のレポート・サーバの実施形態のブロック図である。
【図５】現場のサービス・エンジニアとサービス情報を交換するために、診断システムお
よびサービス施設に結合することができるフィールド・サービス・ユニット内の機能コン
ポーネントのブロック図である。
【図６】サービス要求を行い、かつ診断システムとリモート・サービス施設との間でサー
ビス・データを送受信するために、診断システム内に組み込まれた例示的ユーザ・インタ
フェース・ページである。
【図７】サービス施設からスキャナのオペレータにサービス情報を伝えるための第２ユー
ザ・インタフェース・ページである。
【図８】スキャナで問題照会を生成するため、および照会をサービス施設に伝達するため
のインタフェース・ページである。
【図９】具体的なアーチファクトまたは問題を有する例示的な画像を含み、サービス施設
からスキャナに提供される、サーチ結果のリストを表示するためのインタフェース・ペー
ジを示す図である。
【図１０】図９に示すインタフェース・ページに提供された特定の画像に関連付けられる
解決法のリストをスキャナで表示するためのインタフェース・ページを示す図である。
【図１１】図１０に示すインタフェース・ページに提供されたリストからの特定の解決法
の詳細をスキャナで表示するためのインタフェース・ページを示す図である。
【図１２】図９および１０に示される場合のある、アーチファクトまたは問題を有する画
像の一例を示す図である。
【図１３】あるタイプのサービスをリモート・サービス施設に要求するために診断システ
ムによって実施される例示的な論理を示す流れ図である。
【図１４】サービス施設ライブラリを更新する際にサービス施設によって実施される例示
的な論理を示す流れ図である。
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【符号の説明】
１０　サービス・システム
１２　医療診断システム
１４　磁気共鳴撮影システム
１６　コンピュータ断層撮影システム
１８　超音波撮影システム
２０　医療施設
２２　集中サービス施設
２４　フィールド・サービス・ユニット
２６　スキャナ
８０　リモート・アクセス・ネットワーク
８８　リモート・データベース
９０　一様なサービス・プラットフォーム
１０２　ローカル・サービス・データベース
１１０　主ウェブ・ページ
１９２　アプリケーション・ページ
２０４　照会定式化ページ
２１６　サーチ結果ページ
２２４　一致ページ
２３０　解決法ページ

【図１】 【図２】
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【図４Ａ】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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